
糖尿病・高血圧・脂質異常症で 
通院中の患者さんへ 

令和6年6月の診療報酬の改定に伴
い、糖尿病・高血圧・脂質異常症を主
病名とする患者さんは「生活習慣病管
理料」に移行させていただきます。 

初回は、療養計画書の説明を受け署名
をいただく必要がありますので、ご理
解・ご協力の程お願いいたします。 

なお、併存疾患をお持ちの方は移行対
象にならない場合があります。 

その他の点数の変更により自己負担額
が若干変更になる場合もあります。


